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案件 

「枚方市 市街化調整区域における地区計画のガイドライン」 

の改定について 

都市計画課 

審査指導課 

１．政策等の背景・目的及び効果 

令和５年(2023年)11月に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、「地域

経済の発展に資する産業利用に係る市街化調整区域の開発許可手続の緩和を図る」ことが盛り込まれた

ことから、同年12月、国は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（以

下、「地域未来投資促進法」という。）」を見直し、特に重点的に産業促進を図る区域（以下、「重点

促進区域」という。）を定めた場合は、市街化調整区域であっても地域経済に貢献する事業（以下、「地

域経済牽引事業」という。）を開発許可の配慮の対象施設として拡充することを示しました。 

本市においても、同法に基づき大阪府と共同で作成している大阪府枚方市基本計画が今年度末に計画

終期を迎えるため、重点促進区域の制度活用に向けた第２期計画の作成にあわせて、「枚方市 市街化

調整区域における地区計画のガイドライン」（以下、「地区計画ガイドライン」という。）の改定に向

けた検討を進めており、今回、同ガイドライン改定原案のパブリックコメントを実施することから、そ

の内容及び今後のスケジュール等について報告するものです。 
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○ 大阪府枚方市基本計画（地域未来投資促進法）・地区計画ガイドライン（都市計画法）の関係図 

 

令和５年(2023年)11月  デフレ完全脱却のための総合経済対策（閣議決定） 

地域経済の発展に資する産業利用に係る市街化調整区域における開発許可手続への配慮 

制度設計 

令和５年(2023年)12月  【国】地域未来投資促進法の見直し 

重点促進区域を定めた場合は、市街化調整区域であっても地域経済牽引事業を開発許可の配慮対象

施設として拡充 

重点促進区域   … 特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域。都市計画マスタープラン等と整合的であること。 

地域経済牽引事業 … 地域特性を生かして高い付加価値を創出する事業。本市は成長ものづくり分野及び医療・ヘルスケア分野を選定。 

制度活用  産業集積エリアを予め示し、積極的に産業立地を促進 

【大阪府・枚方市】大阪府枚方市基本計画 H31(2019)年度～R6(2024)年度 参考資料 

第２期計画 ＋ 重点促進区域の検討 

環境整備    重点促進区域における開発許可の新たな基準が必要 

【枚方市】    市街化調整区域における地区計画ガイドラインの改定 
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２．内容 

（１）地区計画ガイドラインの概要 

市街化調整区域における開発手法の一つである地区計画に関して、都市計画制度に基づく民間提案に

対する本市の考え方や基準等を明確化したもので、単なる市街地の拡大ではなく、住民の生活利便性の

向上や地域産業の活性化など、地域のまちづくりに資する取組の誘導を基本的な考え方としています。 

 

（２）地区計画ガイドラインの主な改定内容 

対象区域の類型・基準のうち、幹線道路の交通利便を生かした地域産業の活性化等を目的とする類型

「産業集積型」の基準を改定します。 

① 新規追加 

重点促進区域の制度活用等による地域経済牽引事業の立地促進及び市外移転の抑制を図るため、

「立地促進地区」及び「移転抑制地区」を追加します。あわせて、平成18年(2007年)の都市計画法等

の改正により、市街化調整区域における大規模開発の許可基準が廃止されたことから、改正前に許可

を受けた大規模開発へ対応するための基準を「立地促進地区」に追加します。 

② 削除 

大規模集客施設（床面積の合計が１万㎡を超える劇場、映画館、観覧場、店舗、遊技場等）につい

ては、本市都市計画マスタープランに同施設の位置付けがないなど立地の見込みがないことから、

「大規模集客施設地区」の基準を削除します。 

 



4 

③ 主な改定内容の新旧対照 

網掛け：追加  下線：削除  市マス：枚方市都市計画マスタープラン 
対象区域の類型・基準（新）  対象区域の類型・基準（旧） 

【類型】 

産業集積型 

 

【区域面積】 

1ha 以上 

 

【留意点】 

非住宅系 

用途に限定 

下記(1)から(4)のいずれかの基準を満たすこと 

 

(1)産業集積地区（全てを満たす） 

・2 車線以上の都市計画道路等の沿道 

・市マスの工業集積ゾーンに位置付けた市街化区

域に 1/4 以上隣接 

 

(2)沿道産業地区（全てを満たす） 

・市マスの沿道産業集積ゾーンに位置付けた区域 

・市街化区域に 1/4 以上隣接 

 

 

 

 

 

 

(3)立地促進地区（いずれかを満たす） 新規追加 

・重点促進区域内で地域経済牽引事業を実施 

・都市計画法旧第 34 条第 10 号イによる大規模開

発許可 

 

(4)移転抑制地区（全てを満たす）   新規追加 

・区域区分以前から産業系土地利用 

・地域経済牽引事業を実施または実施中 

 

 【類型】 

産業集積型 

 

【区域面積】 

1ha 以上 

 

【留意点】 

非住宅系 

用途に限定 

下記(1)から(3)のいずれかの基準を満たすこと 

 

(1)産業集積地区（全てを満たす） 

・2 車線以上の都市計画道路等の沿道 

・市マスの工業集積ゾーンに位置付けた市街化区

域に 1/4 以上隣接 

 

(2)沿道産業地区（全てを満たす） 

・市マスの沿道産業集積ゾーンに位置付けた区域 

・市街化区域に 1/4 以上隣接 

 

(3)大規模集客施設地区 削除 

・市マスに大規模集客施設の立地が位置付けら

れ、周辺を市街化区域に囲まれた 4 車線以上の道

路沿道 
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（３）地区計画ガイドラインの改定原案 

・地区計画ガイドライン改定原案（概要版）   別紙１ 

・地区計画ガイドライン改定原案        別紙２ 

・地区計画ガイドライン改定原案（新旧対照表） 別紙３ 

 

（４）パブリックコメントの実施内容 

① 募集期間 

令和６年(2024年)12月６日（金）から同月25日（水）までの20日間 

② 募集方法 

市の施設21窓口に意見回収箱を設置 

（本館・別館・分館・支所・生涯学習市民センター・中央図書館・まるっとこどもセンター等） 

市ホームページの入力フォーム（LoGoフォーム）、郵便、FAX及び電子メールにて受付 

 

３．実施時期等 

 

令和６年(2024 年)11 月 

12 月 

 

地区計画ガイドラインの改定 

建設環境委員協議会（報告） 

枚方市都市計画審議会（報告） 

パブリックコメント実施 

第２期基本計画の作成（参考） 

総務委員協議会（報告） 
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令和７年(2025 年)１月頃 

２月頃 

 

４月 

地区計画ガイドラインの改定 

 

建設環境委員協議会（報告） 

パブリックコメント結果公表 

改定公表・運用開始 

第２期基本計画の作成（参考） 

国へ基本計画協議書の提出 

総務委員協議会（報告） 

 

国が基本計画に同意・公表 

 

４．総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 基本目標   安全で、利便性の高いまち 

施策目標５ 快適で暮らしやすい環境を備えたまち 

基本目標   地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標21 地域産業が活発に展開されるまち 

 

 

    

  枚方市都市計画マスタープラン 第２章 全体構想３ 部門別の方針「土地利用」 

 

５．関係法令・条例 

都市計画法、地域未来投資促進法 
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